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［事案 2022-142］給付金等返還要求取下請求  

・令和 5年 2月 3 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 約款上の免責事由に該当することを理由に、給付金等の返還を求められたことを不服とし

て、給付金等の返還要求の取下げを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和 3 年 9 月上旬に浸潤性乳管癌と診断されたため、同年 6 月に契約した組立型保険にも

とづき、給付金等を請求したところ（請求①。診断書の診断確定日は 9 月 1 日）、給付金等が

支払われた。その後、同年 9 月下旬に同疾病の治療のために再度入院したため、2回目の給付

金請求をしたところ（請求②。診断書の診断確定日は 8月 25 日）、診断確定日が責任開始日か

ら起算して 90 日以内であることを理由に給付金が支払われず、また請求①で支払われた給付

金等の返還を求められた。しかし、以下等の理由により、給付金等の返還要求を取り下げて

ほしい。  

(1)診断確定日は、主治医の診断書にもとづく日付であり、病理検査による診断が優先される

保険会社の主張は納得できない。 

(2)検査等を含めて、総合的に診断確定するのは主治医であり、主治医は、請求①の診断書の

日付が正しいと言っている。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)請求①②の診断書で、診断確定日が相違している。 

(2)診断確定日の相違について、主治医に照会したところ、請求②の日付が正しいとの回答で

あったため、約款の免責事由に該当する。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづき審理を行った。なお、申立人が希望し

なかったため、事情聴取は行わなかった。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、申立人の請求は認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情

も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。 

 

 


